
報第６号 

 

教育長が臨時に代理した事項の報告について 

 

酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により、

令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について別紙のとおり教育長が

臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和５年１２月２５日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について、教育委員会の会議を

招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則第

４条第１項の規定により教育長が臨時に代理したので、同条第２項の規定によ

り報告し、承認を求めるものである。 

  



専第６号 

 

令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について 

 

令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について、酒田市長より意見を

求められているので、同意するものとする。 

 

令和５年１２月１２日臨時代理 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

 



 歳入歳出補正

　歳　出 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

5,449,365 △ 19,992 5,429,373 11,583 0 0 0 △ 31,575

1,092,403 6,210 1,098,613 0 0 0 0 6,210

592,732 6,210 598,942 6,210

1,221,438 △ 6,519 1,214,919 11,583 0 0 0 △ 18,102

472,162 △ 16,916 455,246 △ 16,916

619,821 10,397 630,218 11,583 △ 1,186

642,350 △ 3,626 638,724 0 0 0 0 △ 3,626

184,164 △ 3,626 180,538 △ 3,626

538,818 △ 15,374 523,444 0 0 0 0 △ 15,374

226,201 △ 15,374 210,827 △ 15,374

1,954,356 △ 683 1,953,673 0 0 0 0 △ 683

1,954,356 △ 683 1,953,673 △ 683

令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

本年度予算額の財源内訳

特定財源
一般財源

10　教育費

１　教育総務費

２　事務局費

１　生涯学習振興費

２　小学校費

１　学校管理費

３　学校保健費

３　中学校費

１　学校管理費

４　生涯学習費

５　保健体育費

１　スポーツ振興費

教育委員会資料１（報第６号関係）
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令和５年度酒田市一般会計補正予算（第９号）の概要 

（教育委員会関連分） 

 

１ 補正予算規模 △19,992 千円 
 

２ 補正後の予算規模 5,429,373 千円 
 

３ 補正項目及び補正額  

（歳出補正） 

＜企画管理課（人事課）＞ 

・職員給与費（10 款１項２目） 6,210 千円 

・職員給与費（10 款２項１目） △16,916 千円 

・職員給与費（10 款３項１目） △3,626 千円 

・職員給与費（10 款４項１目） △15,374 千円 

・職員給与費（10 款５項１目） △683 千円 

山形県人事委員会勧告準拠によるもの 

＜企画管理課＞ 

① 小学校給食事業 10,397 千円 

食材価格の高騰による小学校給食の賄材料費を増額（賄材料費 10,397 千円） 

〔現計 425,378 千円＋補正額 10,397 千円＝補正後 435,775 千円〕 

＜学校教育課＞ 

② 部活動改革体制整備事業 0 円 

部活動指導者の謝金、費用弁償及び保険料を減額し、普通旅費及び消耗品費を増額

（報償費△2,937 千円、旅費△882 千円、需用費 3,919 千円、役務費△100 千円） 

〔現計 6,250 千円＋補正額 0 円＝補正後 6,250 千円〕 

 

 

教育委員会資料２（報第６号関係） 



令和５年 12月 25日 

企 画 管 理 課 作 成 

 

令和５年度酒田市一般会計補正予算(第９号)について(教育委員会人件費関連分) 

 

１ 補正の理由 

  山形県人事委員会勧告において、給料表の改定及び期末手当等の支給月数の改定が勧告

されたことに伴い、給料表の改定及び勤勉手当等の支給月数の改定を行うもの。 

 

２ 補正予算規模  30,389千円減                    単位：千円 

区分 １項２目 ２項１目 ３項１目 ４項１目 ５項１目 計 

給料 841 △8,674 △1,746 △7,080 △581 △17,240 

諸手当 5,908 △532 △698 △3,569 752 1,861 

共済費 △539 △7,710 △1,182 △4,725 △854 △15,010 

計 6,210 △16,916 △3,626 △15,374 △683 △30,389 

 

３ 給与改定の概要 

（１）給料表の改定 

山形県人事委員会勧告の給料表に準じて改定する。行政職給料表においては、初任給を

高校卒業程度で 12,000円、大学卒業程度で 11,000円引き上げ、若年層に重点を置きつつ、

全ての職務の級の給料月額を引き上げる。行政職給料表以外の給料表についても、行政職

給料表との均衡を基本に改定する。 

※指導主事（県準拠）についても再任用職員以外の職員と同様の引き上げ 

（２）期末手当等の支給月数の改定 

12月期の期末手当等の支給月数を次のとおりとする。 

 【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和５年度  期末手当 

勤勉手当 

1.20月 

0.925 月 

1.25月 

1.025 月 
4.45月 

【定年前再任用短時間勤務職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和５年度  期末手当 

 勤勉手当 

0.675 月 

0.475 月 

0.70月 

0.50月 
2.35月 

令和６年度以降の６月期及び 12月期の期末手当等の支給月数は、次のとおり。 

 【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和６年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
1.225 月 

1.000 月 

1.225 月 

1.000 月 
4.45月 

【定年前再任用短時間勤務職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和６年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
0.6875月 

0.4875月 

0.6875月 

0.4875月 
2.35月 

参考（報第６号関係） 



４ 施行期日 

給料表の改定                 令和５年 ４月１日 

令和５年 12月期の期末手当等の支給月数の改定  令和５年 12月１日 

令和６年度以降の期末手当等の支給月数の改定  令和６年 ４月１日 
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令和６年度酒田市行政組織機構の見直しについて 

 

 

 

〇地域創生部地域共生課から移住に関する業務を市長公室に移管し、移住定住に加え関係人口対応を含めて

取り扱う部門として移住定住係を設置する。 

・広報広聴係に、若者の意見を聴く場づくり、シティプロモーション（シビックプライドの醸成等インナー

プロモーションを含む）業務を追加し、行政経営係及び移住定住係と連携して推進していく。 

・行政経営係は、市長の新たな特命事項、民間事業者提案制度、総合支所体制の見直し及びスクールコミュ

ニティ推進の調整などを担当する。 

・行政経営係が担当している表彰事業等は総務課総務係（現法制係）の業務とする。 

 

 

○効率的、効果的な行政組織体制とするため、企画部情報企画課を総務部総務課に統合し、法制係を総務係

に、情報企画係を情報システム係に名称変更する。 

・財産管理部門は管財係とする。 

 

 

○人事制度（採用・研修・評価・異動・昇任）の効果的サイクルの構築及びグループ制など新たな組織体制

の構築を戦略的に展開するため、人事制度改革室を新たに設置し、市民の幸せを実現する市職員の人材育

成を大きく進展させる。 

・総務課から組織に関する業務（組織改編等）を人事課に移管する。 

 

 

○総務課資産経営係が担当しているアセットマネジメント業務（公共施設の適正化を含む）を財政課に移管、

同課にアセットマネジメント係を新たに設置し、財政健全化と併せて公共施設の適正化を強力に推進する。 

 

 

 

〇庁内横断的に脱炭素・ローカルＳＤＧｓの取り組みを推進するため、企画調整課に脱炭素・ローカルＳＤ

Ｇｓ推進室を新たに設置する。 

〇情報企画課からデジタル変革戦略室を企画調整課に移管設置し、企画調整係（各部政策立案担当）と連携

しながら、デジタル化と政策を一体的かつ戦略的に推進する。 

〇同じく情報企画課から統計係を企画調整課に移管設置し、政策統計業務を新たに担う。 

 

 

〇市民生活の中での共生社会実現を加速するため、地域創生部地域共生課を市民部に移管し、共生社会課と

する。地域創生部は、産業振興及び交流観光振興を充実強化し、その成果を拡大していく。 

・地域創生部地域共生課が担当している移住部門を総務部市長公室に移管する。 

・企業振興と合わせ女性活躍を一体的に推進し効果を拡大させるため、地域共生課が担当している女性活躍 

 部門を商工港湾課に移管し、同課の雇用対策係を人材活躍推進係に名称変更する。 

 

令和５年 11 月 29 日 

総務部総務課作成 

総務部財政課にアセットマネジメント係を新たに設置 

総務部人事課に人事制度改革室を新たに設置 

総務部市長公室に移住定住係を移管設置 

 

企画部企画調整課への脱炭素・ローカルＳＤＧｓ推進室の新設並びに情報企画課デジタル変革 

 戦略室及び統計係の移管設置 

地域創生部地域共生課を市民部共生社会課とし、合わせて所管業務を再編 

総務部総務課と企画部情報企画課を統合 
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・地域創生部交流観光課が担当している国際交流部門（都市間交流、国際交流協会等）の市民部共生社会課

への移管と合わせ、地域創生部地域共生課から移管された男女共同参画係を男女共同参画・多文化共生係

に名称変更する。国内交流部門については交流観光課の所管（総合支所所管を除く）とし、交流事業係を

交流観光事業係に名称変更する。 

・まちづくり推進課が担当している人権部門及びボランティア活動・公益活動支援部門（公益活動支援セン

ター含む）を共生社会課に移管し、同課に公益活動推進係を新たに設置する。 

 

 

 

〇福祉企画課を地域福祉課に名称変更、現在の総合政策係及び地域福祉係を廃止し、新たに福祉総合相談係

を設置する。また、障がい福祉係に基幹相談支援センター機能を持たせる。 

・福祉総合窓口を新たに設置し、ひきこもりや８０５０問題など単一の相談窓口では受け止めるのが難しい

複雑・複合化した課題などを抱える世帯の相談を受け止める体制とする。加えて、高齢者、困窮などの各

分野の既存の支援機関では対応が難しい課題を抱える世帯に対して、各分野の支援機関が一つのチームに

なって支援を届けられるようつなぎや調整等を図り、包括的な支援体制の構築に取り組む。 

・基幹相談支援センターを新たに設置し、障がい者の地域における相談支援、令和６年度から開始予定の「地

域生活支援拠点等」の相談機能として中核的役割を担う。 

 

 

・新型コロナウイルスワクチン接種対策室を廃止し、令和６年度以降、ワクチン接種が継続され定期接種に

位置付けられた場合、当該業務を健康課保健予防係に移管する。 

 

 

・複合経営振興係を生産振興係に名称変更し、農業分野における環境・持続可能性に向けた国内外の動きに

対処するため、「環境保全型農業の推進」を同係の業務内容に位置付ける。併せて、複合経営振興係が担当

している「中山間地域直接支払事業」を総合農政係に移管する。 

 

 

〇水道事業の統合に向けて、上下水道部工務課の管路係、施設係から下水道に関する業務を分割し、新たに

下水道施設係を設置する。 

 

 

 

・今後、学区改編を積極的に推進するとともに、義務教育学校施設の建設を進めるため、「スクール・コミュ

ニティ推進室」を「学区改編・義務教育学校整備室」に名称変更する。 

・スクールコミュニティ（まちづくり）については、市長部局（市長公室、まちづくり推進課）、教育委員会

（企画管理課、学校教育課、社会教育課）が連携して担っていく。 

 

 

・アランマーレのホームアリーナ建設の検討（プロジェクトを含む）、地域スポーツコミッションの設立及び

スケートリンクの整備については、教育委員会スポーツ振興課の業務とする。同業務については重要施策

として、企画部企画調整課が連携して対応する。 

・総務部市長公室が担当している「北の若を応援する会」の業務を教育委員会スポーツ振興課に移管する。 

 

 

 

健康福祉部福祉企画課を地域福祉課に名称変更し、新たに福祉総合相談係（窓口）を設置 

 地域生活支援拠点等の相談機能として、新たに基幹相談支援センターを設置 

健康福祉部健康課の新型コロナウイルスワクチン接種対策室を廃止 

農林水産部農政課の複合経営振興係を生産振興係に名称変更 

上下水道部工務課に下水道施設係を新たに設置 

教育委員会企画管理課のスクール・コミュニティ推進室を学区改編・義務教育学校整備室に 

 名称変更 

教育委員会スポーツ振興課の業務追加 
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・総務部から危機管理監を分離し、部に属さない部長級職員として採用（発令）する。 

・規則により、危機管理監の職務内容及び権限を明確化する。 

・危機管理監は、市の危機管理に関する一切の業務について責務を有するとともに、危機管理業務に関し危

機管理課を統制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理監を総務部から分離（独立）し、権限を明確化 



保 育 こ ど も 園 課 　保育支援係、児童育成係、保育園、児童センター

健 康 課 　健康係、成人保健係、保健予防係

　新型コロナウイルスワクチン接種対策室 ※新型コロナウイルスワクチ
ン接種対策室を廃止

地 域 創 生 部 　人材活躍推進雇用対策係、
　企業立地・産業振興係（産業振興まちづくりセンター
　含む）、港湾・エネルギー振興係

交 流 観 光 課 　交流観光事業係、観光戦略係、ふるさと納税係

地 域 共 生 課 　男女共同参画係、移住定住係

市 民 部

※雇用対策係を人材活躍推進
係に名称変更

　市民相談室（消費生活センター）

健 康 福 祉 部

(こども家庭センター)

※新たに共生社会課を設置
※地域創生部交流観光課から
国際交流部門を、まちづくり
推進課から人権部門を移管
し、男女共同参画係を男女共
同参画・多文化共生係に名称
変更
※まちづくり推進課から公益
活動支援部門を移管し、新た
に公益活動推進係を設置

地 域 福 祉 企 画 課

こ ど も 未 来 課

まちづくり推進課 　地域コミュニティ係、地域振興係、とびしま総合センター

企 画 部 ※新たに脱炭素・ローカルＳ
ＤＧｓ推進室、デジタル変革
戦略室及び統計係を設置

　脱炭素・ローカルＳＤＧｓ推進室

　デジタル変革戦略室

都 市 デ ザ イ ン 課 　都市デザイン係、都市計画係、地域公共交通係

情 報 企 画 課 　情報企画係、統計係 ※情報企画係を情報システム
係に名称変更し、総務部総務
課に移管
※デジタル変革戦略室及び統
計係を企画調整課に移管

　デジタル変革戦略室

企 画 調 整 課

※スクール・コミュニティ
推進室を学区改編・義務教
育学校整備室に名称変更

市 長 上 下 水 道 部 管 理 課 　管理係、計画推進係、財務係

工 務 課

会 計 管 理 者 出 納 課 　出納係

※複合経営振興係を生産振
興係に名称変更

農 林 水 産 課 　田園整備係、水産林業振興係、地籍調査係

八 幡 総 合 支 所 　管理防災係、地域振興係、健康福祉係、市民係、
　建設係、産業係

松 山 総 合 支 所 　管理防災係、地域振興係、健康福祉係、市民係、
　建設係、産業係

　事業第一係、事業第二係、管路係、施設係、下水道施設係 ※新たに下水道施設係を設
置

平 田 総 合 支 所 　管理防災係、地域振興係、健康福祉係、市民係、
　建設係、産業係

※規則の制定等により危機管理
監の権限（組織上の位置付け）
を明確化

危 機 管 理 監

農 林 水 産 部 農 政 課 　総合農政係、米政策推進係、生産複合経営振興係、
　担い手支援係

整 備 課 　事業調整係、公園緑地係、整備係

建 築 課 　公営住宅係、確認審査係、建築営繕係

財 政 課

危 機 管 理 課

税 務 課

契 約 検 査 課

納 税 課 　管理係、納税係

　滞納整理室

　契約検査係

　管理係、文化芸術係、文化財係

　企画調整係、統計係

建 設 部 土 木 課 　路政係、管理係、維持係

　雨水対策室

※新たに人事制度改革室を設
置

　財政係、アセットマネジメント係 ※新たにアセットマネジメン
ト係を設置

　危機管理係、地域防災係

　税制係、市民税係、固定資産第一係、固定資産第二係、
　償却資産係

　人事制度改革室

　国保係、高齢者医療係、国民年金係

≪ 令和６年度 酒田市行政組織機構図 ≫

市 長 副 市 長 総 務 部 市 長 公 室 　秘書係、行政経営係、広報広聴係、移住定住係 高 齢 者 支 援 課 　高齢者支援係、地域包括支援係、介護認定係、介護給付係

国 保 年 金 課

※法制係を総務係に名称変更
※アセットマネジメントを財
政課に移管
※財産管理部門は管財係とす
る
※新たに情報システム係を設
置

酒田看護専門学校 　事務局

※新たに移住定住係を設置

総 務 課 　総務法制係、管財資産経営係、情報システム係

人 事 課 　給与厚生係、人材育成係

定 期 航 路 事 業 所 　定期航路係

※福祉企画課を地域福祉課に
名称変更
※総合政策係及び地域福祉係
を廃止し、新たに福祉総合相
談係を設置
※障がい福祉係に基幹相談支
援センター機能を持たせる

　総合政策係、地域福祉係、福祉総合相談係、
　障がい福祉係（基幹相談支援センター）、福祉援護係

　子育て支援係、こども家庭係、発達支援係、はまなし学園

商 工 港 湾 課

※国際交流部門を市民部共生
社会課に移管し、交流事業係
を交流観光事業係に名称変更
※地域共生課を共生社会課に
名称変更し、市民部に移管
※女性活躍部門を商工港湾課
に移管
※移住部門を総務部市長公室
に移管

文 化 政 策 課

共 生 社 会 課 　男女共同参画・多文化共生係、公益活動推進係

市 民 課 　住民係、戸籍係

環 境 衛 生 課 　管理係、環境保全係

農 業 委 員 会 事 務 局 　農地係

教 育 委 員 会 事 務 局 企 画 管 理 課 　企画管理係、施設係、学校給食係

　学区改編・義務教育学校整備スクール・コミュニティ推進室

学 校 教 育 課 　指導係、学事係

社 会 教 育 課 　社会教育係

ス ポ ー ツ 振 興 課 　スポーツ振興係、施設係

　小学校、中学校、学校給食共同調理場、中央公民館、教育研修センターほか

議 会 事 務 局 　庶務係、議事調査係

選挙管理委員会 事 務 局 　選挙係

監 査 委 員 事 務 局 　調査係


